
京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
納
付
金
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
三
号
）

第
一
条

京
都
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う

）
に
お
け
る
授
業
料
、
入
学
料
、
検
定
料
、
学
位
論
文
審
査
手
数
料
及
び
寄
宿
料
（
以
下
「
学
生
納
付
金
」
と

。

い
う

）
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

。

第
二
条

本
学
に
お
い
て
徴
収
す
る
授
業
料
、
入
学
料
及
び
検
定
料
の
額
（
第
六
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く

）
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

。

第
三
条

授
業
料
の
徴
収
は
、
各
年
度
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
、
第
一
期
及
び
第
二
期
の
二
期
に
区
分
し
て
行
な
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
に
お
い
て
徴

収
す
る
額
は
、
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２

前
項
の
授
業
料
は
、
第
一
期
に
あ
っ
て
は
四
月
、
第
二
期
に
あ
っ
て
は
十
月
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
期
に
係
る
授
業
料
を
徴
収
す
る
と
き
に
、
当
該
年
度
の
第
二
期
に
係
る
授
業
料
を

併
せ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

入
学
料
は
、
入
学
を
許
可
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

検
定
料
は
、
入
学
、
転
学
、
編
入
学
又
は
再
入
学
の
出
願
を
受
理
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

委
託
生
、
科
目
等
履
修
生
、
聴
講
生
及
び
研
究
生
に
係
る
授
業
料
、
入
学
料
及
び
検
定
料
並
び
に
特
別
聴
講
学
生
、
特
別
研
究
学
生
に
係
る
授
業
料
の

額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
授
業
料
は
在
学
予
定
期
間
の
当
初
の
月
に
、
入
学
料
は
入
学
を
許
可
す
る
と
き
に
、
検
定
料
は
、
入
学
の
出
願
を
受
理
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
も
の

と
す
る
。

第
七
条

学
位
論
文
審
査
手
数
料
は
、
一
件
当
た
り
五
万
七
千
円
と
し
、
学
位
授
与
の
申
請
を
受
理
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

寄
宿
料
の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

２

寄
宿
料
は
、
寄
宿
舎
に
入
舎
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
退
舎
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
毎
月
そ
の
月
の
分
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
休
業
期
間

中
の
分
は
、
休
業
期
間
前
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
の
申
出
又
は
承
諾
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
年
度
内
に
徴
収
す
る
寄
宿
料
の
額
の
総
額
の
範
囲
内
で
、
そ
の
申
出
又
は

承
諾
に
係
る
額
を
、
そ
の
際
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
そ
の
他
学
生
納
付
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別表第１（第二条関係）
第１表 学生に係る授業料等（別表第２に掲げるものを除く ）。

区 分 授 業 料（円） 入 学 料（円） 検 定 料（円）
学部 ５２０，８００ ２８２，０００ １７，０００
大学院研究科 ５２０，８００ ２８２，０００ ３０，０００
法科大学院 ８０４，０００ ２８２，０００ ３０，０００
短期大学の学科

３７９，２００ １６９，２００ １８，０００
（専攻科を含む ）。
転学、編入学、再入学 ５２０，８００ ２８２，０００ ３０，０００

第２表 平成１０年度以前に入学した学生に係る授業料
区分・入学年度 年 額（円）

学部・大学院の研究科
昭和６２年度及び昭和６３年度 ３００，０００
平成 元年度及び平成 ２年度 ３３９，６００

３年度及び平成 ４年度 ３７５，６００
５年度及び平成 ６年度 ４１１，６００
７年度及び平成 ８年度 ４４７，６００
９年度及び平成１０年度 ４６９，２００

（ 。）短期大学の学科 専攻科を含む
平成 元年度及び平成 ２年度 ２４８，４００

３年度及び平成 ４年度 ２７４，８００
５年度及び平成 ６年度 ３００，６００
７年度及び平成 ８年度 ３２６，４００
９年度及び平成１０年度 ３４２，０００

別表第２（第六条関係）
委託生等に係る授業料等
区 分 授 業 料（円） 入学料（円） 検定料（円）

委託生 １単位 １４，４００ ２８，２００ ９，８００
科目等履修生 １単位 １４，４００ ２８，２００ ９，８００
聴講生 １単位 １４，４００ ２８，２００ ９，８００
研究生 月 額 ２８，９００ ８４，６００ ９，８００
特別聴講学生 １単位 １４，４００
特別研究学生 月 額 ２８，９００

別表第３（第八条関係）
１ 国際交流会館（本館・宇治分館・おうばく分館）に入居する学生に係る寄宿料

収容定員１人当たり又は収容世帯１世帯
区 分 寄 宿 料（円）

当たりの建物（共有部分を含む ）の面積。
居室が １８ 以上 ２０ 未満 月額 ４，３００㎡ ㎡
単身用 ２０ 以上 ２５ 未満 月額 ４，７００㎡ ㎡
の場合 ２５ 以上 月額 ５，９００㎡
居室が ４０ 以上 ５０ 未満 月額 ９，５００㎡ ㎡
世帯用 ５０ 以上 ６０ 未満 月額１１，９００㎡ ㎡
の場合 ６０ 以上 月額１４，２００㎡

２ 熊野寮に入居する学生に係る寄宿料・・・・・・・・・・・月額７００円
３ 吉田寮・女子寮・室町寮に入居する学生に係る寄宿料・・・月額４００円


